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・最低賃金の過去最高の引き上げにより、賃上げに向けた環境整備への支援（賃上げ環境整備助成金）に加え、被災し
た小規模事業者への直接的支援（被災事業者賃上げ支援金）を９月補正で実施（10億円規模）

・10月17日から募集開始
→ 募集開始に併せ、各種問い合わせに対応するコールセンターと申請手続きを案内する特設サイトを開設

・1社でも多くの事業者に活用いただくため、商工会議所などと連携した周知や企業向け説明会にて、制度を周知

最低賃金の引き上げへの支援策 R7.9月補正
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中小企業の活用事例

建築材料、金属材料等卸売業の事業者（金沢市）

・手動で行っていた重量等の算出を自動化し、見積書等
に反映することができるソフトウェアの導入

宿泊業の事業者（加賀市）

・売店の省人化・キャッシュレス対応のＰＯＳレジカウンターの新設に
併せ、稼働什器や引出収納の導入により、陳列作業等の効率化を図る
レイアウト改修

飲料製造業の事業者（珠洲市）

・製造に必要な施設の温度管理の強化を図り、品質を安定させるととも
に生産性向上を図るための新たな空調設備を導入



［飲食店］従業員を6人雇用しているため、対象外

［製造業］従業員を21人雇用しているため、対象外

［全業種］地震の被害はあるが、「半壊以上」の建物がないため、申請不可

［全業種］特定最賃が適用されるなど、最賃近傍より少し高い水準で従業員
を雇用しているため、申請不可

最低賃金の引き上げへの支援策の執行状況

賃上げ環境整備助成金 被災小規模事業者賃上げ支援金

概 要

中小企業・小規模事業者が行う業務効率化等
につながる環境整備（ソフト事業）に対して支援

⇒ 最大100万円（中小3/4、小規模4/5）

R6能登半島地震以降の災害により、被災した小規模
事業者の賃上げに対して直接支援

⇒ 賃上げ労働者1人当たり5万円、最大50万円（10人分）

申請期間 令和7年10月17日～令和8年1月16日 令和7年10月17日～令和8年2月28日

問合件数
(12/15時点) 3,131件

申請件数
(12/15時点) 266件（約2.3億円） 11件（25人、125万円）

予算 1,000件
（6.6億円）

予算 2,300件
（3.8億円）

＜対象者＞
最賃近傍(10/7までの時給984～1,034円)

の労働者を雇用する小規模事業者

＜主な要件＞
・賃引上げ幅(70円)以上の賃上げ
・「半壊以上」の被害 ※要証明

（小規模事業者の定義）

製造業その他:従業員20人以下

商業サービス業:従業員5人以下

支援機関（商工会議所・商工会）やコールセンターに寄せられているニーズ・声



被災小規模事業者賃上げ支援金の運用見直し

■ 見直し内容

■ 今後のスケジュール

12/26 修正版の募集要領等※を特設サイト（ホームページ）に公開

現場のニーズや声を踏まえ、対象者や対象要件を見直し

R8.1/1適用開始

最低賃金近傍の範囲の見直し(1,034円→1,053円)に合わせて、助成金の申請期間などを延長 1/16→ 2/6

●被災小規模事業者賃上げ支援金

対象者 県内に事業所を有する小規模事業者

対象
要件

①最賃近傍※の従業員の賃上げ(70円以上)

②半壊以上の被災の証明
③被災前から売上高等が3%以上減少
※10/7までの賃金時給:984円～1,034円

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者

①最賃近傍※の従業員の賃上げ(70円以上)

②一部損壊以上の被災の証明
③被災前から売上高等が3%以上減少
※10/7までの賃金時給:984円～1,053円

➤ 名称及び対象を拡大

●賃上げ環境整備助成金

対象
要件

最賃近傍※の従業員の賃上げ（70円以上）
※10/7までの賃金時給:984円～1,034円

最賃近傍※の従業員の賃上げ（70円以上）
※10/7までの賃金時給:984円～1,053円

●被災事業者賃上げ支援金

●賃上げ環境整備助成金
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